
中小企業における知的財産権戦略推進プロジェクトの実施プラン
改革開放して以来、急成長を遂げているわが国中小企業は、すでに中国の経済成長を図るための重要なパワーになってきた。しかし、わが国における中小企業全体の発展水準は世界先進水準に比べるとかなり格差が大きい。特に、長期間にわたり低価格競争に依存し、自主知的財産権をもつ製品や技術を持たず、ブランドによる競争優位も欠けるような企業は、資源・環境の制約を受けつつある。中国が新たな歴史的発展の時期にまい進しようとしている現在、中小企業は新しく、そしてより大きなチャレンジに直面している。とくに世界金融危機の発生後には、問題点がいっそう表面化してきている。中小企業の急務として、創新に基づいた発展方面への前進、知的財産権の創出・活用・保護・管理の能力向上、そして成長方法の戦略シフトの実現があげられる。
中小企業における知財力と水準を全面的に向上させ、自主知的財産権、著名ブランド、コアコンピタンスを持つ中小企業の育成を加速させるため、国家知識産権局および工業和信息化部が中小企業における知的財産権戦略推進プロジェクト（以下「プロジェクト」という）を共同で実施する。
一、指導思想と全体目標
科学的発展観の実施徹底、国家知的財産権戦略の企業レベルでの実施促進、中小企業の知財力向上の全面推進、中小企業向け知的財産権公共サービスシステムの構築事業の強化・整備化、中小企業での自主知的財産権を持つ創新技術の開発・実用化の方向付けと促進、中小企業での自主知的財産権の優位性を持つコアコンピタンスの確立促進、中小企業の成長方式の転換加速により、創新に基づいた成長を図る。

都会の中小企業集積地区（特色のある産業地区）（以下「中小企業集積地区」と併称する）をプロジェクトの主な実施対象とし、5年間をめどに、以下の目標を達成するように努める。
国全域にわたって100の自主知的財産権の優位性を持つ中小企業集積地区を育成し、100の中小企業向け知的財産権指導サービス機構を構築し、10,000名の中小企業における知的財産権従事者や経営管理者向けに研修を実施し、10,000社の自主知的財産権の優位性を持つ中小企業を育成すること。
中小企業に向けた各種の知的財産権関連の公共サービスの提供により、確実で効果的な中小企業向け知的財産権総合サービス支援などの仕組みを作り上げること。
中小企業集積地区におけるモデルプロジェクトとしての波及効果や、旗振りの役割により、わが国の中小企業全体の知的財産権意識を著しく向上させて、知的財産権の創出・活用・保護・管理能力を著しく強化させ、自主知的財産権を持つ中小企業の数を大幅に増えさせ、中小企業でのリスク抵抗力および自主知的財産権によるコアコンピタンスを著しく高めること。
プロジェクト全体の実施により、自主知的財産権の優位性を持つ中小企業集積地区の構築を推進すること。
二、作業重点
（一）国家モデルになる知的財産権による優位性を持つ中小企業集積地区の育成。産業の特色、そして知的財産権の創造・活用基盤を備える中小企業集積地区を時期別、ロット別に選定した上で、モデルになる知的財産権による優位性を持つ中小企業集積地区を育成する。中小企業集積地区全体の知的財産権推進戦略を制定し、効果的に実施し、中小企業集積地区における知的財産権による優位育成のための具体的な発展計画および具体的な実務化措置を制定・実施すること、効率的な集積地区における知的財産権管理制度を確立し、集積地区における知的財産権管理運営システムを構築し、政府の知的財産権・中小企業の管轄部門、関連機構、企業等の共同参画による集積地区の組織化指導体制および日常の実行体制を構築することにより、集積地区における知的財産権管理の各側面の業務の統合・調整を図り、各プロジェクト実施主体・対象による各種保障措置の実施徹底を促進し、各プロジェクトの業務を確実に達成させる。
（二）中小企業の知的財産権意識の向上。都市の中小企業集積地区に重点を置きながら、広域にわたって知的財産権の宣伝および知的財産権関連知識の普及化に計画的そして継続的に取り組み、中小企業の知的財産権意識の向上に注力し、中小企業での知的財産権の創新文化を育成することにより、都市の中小企業集積地区における知的財産権の創出、知的財産権の尊重、知的財産権の保護といった社会的ムードの形成を促進する。
（三）中小企業向け知的財産権関連の研修実施への取り組み。中小企業での知的財産権戦略の実施を促進し、知的財産権をテーマとした研修内容を国の中小企業向け銀河研修における重点内容として、5年間をめどに、遠隔教育ネットワークなどを含めた多層化、多経路な研修システムにより、中小企業の知的財産権従事者に向けた研修を実施し、そして中小企業の経営管理者や専門職技術者に向けた知的財産権関連の研修を実施することにより、技術創新型の中小企業における知的財産権管理者の育成を図る。
（四）自主知的財産権による優位性を持つ中小企業の育成への取り組み。産業の特色と競争優位性を持つ中小企業集積地区のなかから、ある程度の知的財産権・ブランド創出のポテンシャルを備える中小企業を時期別、ロット別に選定した上で、重点的に育成していく。政策による誘導そして重点的な指導サービスにより、企業自体の知的財産権戦略の確立、企業での知的財産権の全面的管理・全プロセス管理制度の整備化、創新奨励メカニズムの確立や健全化などへの取り組みを指導する。企業の知的財産創出への投入拡大を奨励し、知的財産権等各種の創新リソースの十分な活用を奨励することにより、自主創新・技術成果の転化力を向上させていく。条件を満たしている自主知的財産権による優位性をもつ中小企業の上場による融資を支持助力し、発展を加速させる。典型的なモデルにリードされながら、区域における中小企業の知的財産権の創造・活用・保護・管理の能力と水準を全体的に高めていく。
（五）中小企業向け知的財産権サービスサポート体制の確立。産業の特色、そして競争優位のある中小企業集積地区において、既存の公共サービスプラットフォームを基に、中小企業向け知的財産権指導サービス機構の設立と整備化を図り、中小企業集積地区における専利業務の交流組織を設立する。知的財産権関連のコンサルティング、知的財産権の評価、知的財産権関連の投融資、専利情報の検索、専利出願の指導、専利技術の分析、専利戦略の検討・制定、専利アラート、専利業務の交流、専利技術（製品）の展示・取引などの一体化した専門化かつ総合的な中小企業向けサービスサポート体制の整備化を図りつつ、区域における中小企業の知的財産権の創造・活用の能力向上に注力して、自主知的財産権の創出優位を持つ中小企業集積地区の形成を促進する。
（六）中小企業集積地区における知的財産権の保護体制の構築・整備。中小企業集積地区においては、業界自律組織および中小企業知的財産権アライアンス・協会等の設立を推進し、効果的な知的財産権保護体制および法律援助体制等の立ち上げを図る。条件の揃った地域は、中小企業集積地区の公共サービスプラットフォーム若しくは知的財産権指導サービス機構において中小企業向け知的財産権保護援助サービスの機能を追加することによって、企業に対する効率的な知的財産権全般の保護・援助サービスを提供し、中小企業による技術創新・知的財産権の創出・活用に有益な外的環境を作り上げる。
三、具体的な支援策
（一）中小企業によるプロジェクトへの支援。プロジェクトの重点育成対象に組み入れた自主知的財産権の優位性を持つ中小企業に対して、その専利技術の産業化プロジェクトの実施、業界標準策定への参画、省・部レベル以上の新製品の申告、国内外での専利出願等により発生した費用について、同等条件の場合には優先的に必要な支援を行う。

（二）公共サービスプラットフォームの構築およびプロジェクト支援の整備。プロジェクトに組み入れた中小企業集積地区の公共サービスプラットフォーム（若しくは知的財産権指導サービス機構）による施設建設の整備（改造）、業界の専利データベースおよびサービス用施設の建設などに対して、必要に応じて支援する。
（三）知的財産権指導サービスプロジェクトへの支援。プロジェクトに組み入れた知的財産権指導サービスモデル機構に対して、国家知識産権局および工業和信息化部のプロジェクト実施に関する業務配置に基づき、中小企業向けの効果的な知的財産権サービスに対して必要に応じた支援を実施する。
各級の知的財産権管理部門や中小企業の管轄部門は、本プロジェクトの方針に基づき、現地の実状に合わせて、具体的なセットとなる実施化施策・措置を制定・実施するが、とりわけ、プロジェクトに組み入れた中小企業集積地区および重点的育成対象の中小企業、知的財産権指導サービスモデル機構に対する政策の方向付け・資金支援に注力し、プロジェクト目標の達成確保を図るものとする。

四、組織化・実施
（一）実施の方式。プロジェクトとしては時期別、ロット別に推進していく方式で実施する。ロットごとの実施期間は3年間とする。
（二）組織化・指導。国家知識産権局および工業和信息化部では業務体制を確立して、プロジェクト実施を統合的に指導し、調整組織を行う。各省（区・市）の知識産権局および中小企業管轄部門は相応するプロジェクト実施推進の部門協力体制を構築して、関連政策の実務運用や援助用資金を確保・調整し、積極的かつ効果のある措置を講じることにより、各業務を確実に促進するものとする。
（三）進捗予定。プロジェクトは2010年からスタートし、全実施期間は5年間前後をめどとする。プロジェクトの全実施期間内でロット別に進め、各ロットの実施対象単位の実施期間はプロジェクトに組み入れられた日から起算して3年間とする。
（四）プロジェクトの申告
1．申告のプロセス。プロジェクト申告は、各省（区・市）の知識産権局が同レベルの中小企業管轄部門とともに、自省（区・市）から業界での競争優位ある都市および中小企業集積の特色のある都市を選定して申告対象とする。同都市が先にプロジェクト実施プランの全体目標・タスク・要求事項を基に、所在地都市の申告案を編成する。そしてこれと同時に、省（区・市）知識産権局、中小企業管轄部門が共同で書面による推薦を国家知識産権局および工業和信息化部に提出する。
2．申告要件。申告対象都市には、中小企業における知的財産権業務に関して比較的に優れた業務基盤があり、中小企業集積地区としては突出した産業優位、明らかな地域優位が揃い、ある程度の知的財産権関連の業務基盤、技術創新力と技術サービス基盤を備えており、自主知的財産権による優位性を持つ中小企業集積地区になり得るポテンシャルがあること、申告対象都市の人民政府が中小企業における知的財産権戦略推進プロジェクトの業務を高度に重視しており、プロジェクト実施推進のための指導組織を設置して保障を図るとともに、プロジェクト実施期間においては中小企業集積地区プロジェクトの実施に対してある程度の財政投入および政策上の支援を提供していること、明確な目標、具体的な措置、有力な保障、確実で作業性のよいプロジェクト実施案が制定してあること、申告対象都市を推薦している省レベルおよび申告対象都市の知識産権局、中小企業管轄部門が、申告対象都市でのプロジェクト実施に対してある程度政策等による支援を提供していること。
3．申告案の内容に関する要求事項。申告案に主に次のような内容を含めるものとする。申告対象都市におけるプロジェクトの指導組織、結成メンバー、体制の配置および業務分担等指導・組織化についての状況。所在地都市の産業発展における位置づけや影響力、都市全体の発展戦略および創新型都市の構築上の戦略的地位を含めた申告対象である中小企業集積地区の発展状況全般。発展歴史・沿革等を含めた申告対象である中小企業集積地区における中小企業の発展状況全般、技術創新の様態、知的財産全体の状況。プロジェクト実施の指導思想、原則、全体構想等。全体目標および年次実施目標（中小企業集積地区において重点的に育成する知的財産権の優位性を持つ中小企業の数、中小企業向け知的財産権指導サービス機構の構築、集積地区全体の知的財産権の創出・活用・保護・管理の目標などを含む）。主な業務内容、全体の業務計画および年次実施計画の予定（知的財産権の優位性を持つ中小企業に対する重点的育成措置、中小企業向け知的財産権指導サービス機構の構築およびサービス展開のための業務プラン、集積地区での自主知的財産権による優位性向上のための主な対策などを含む）。プロジェクト実施の保障策、資金、要員等要件の配置および実施確保対策。申告対象都市が説明の必要があるとしたほかの内容。
（五）初ロット実施単位の申告   
初ロットのプロジェクト実施単位の申告は2010年1月中旬からスタートする。各省（区・市）知識産権局、中小企業管轄部門が上述した要求事項に従い、所轄区域内の都市の申告を実施されたい。2010年4月30日までに国家知識産権局、工業和信息化部に資料を提出されたい。

国家知識産権局、工業和信息化部は申告案を受け取った後、各地から申告された実施案の専門家による評価作業を実施する。実地調査の必要のある申告対象都市はワークグループを結成して現地で調査を行い、第一ロットのプロジェクト実施単位を最終決定した上で、公布する。
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